
■志願変更・出願取り下げの方法について 
 明日は私立入試の合格発表、そして明後日から３日間は県立入試の志願変更・出願取り下げ期間と

なります。昨年度から志願変更も web 上での手続きとなりましたので、詳しく説明します。 

志願変更・出願取り下げのおおまかな流れは以下の通りです。以下の①②③の手続きを、10 日（金） 

12:00 までに完了する必要があります。 

 

①中学校担任が志願変更・出願取り下げの「許可」をする 

②志願者（の保護者）が志願変更・出願取り下げの「申請」をする 

③中学校担任の「確認」後、中学校校長が「証明・承認」をして完了 

 

志願者（の保護者）が行う手続きは②になります。詳しい方法については、お子様の iPad のアプリ

「Teams」にマニュアルや動画を載せますので参考にしてください。 

 

■志願変更・出願取り下げの注意点 

・志願変更・出願取り下げはまず①の手続きを学校側が行う必要があります。よって、少しでも志願

変更・出願取り下げの可能性がある場合はできるだけ早く担任までご相談ください。 

・志願変更は期間中に１回だけしか行うことができません（２回以上はできません）。 

・一度出願取り下げをしてしまうと、全く同じ学校・学科・コースに出願し直すことはできません。 

・第２志望だけを変更する場合も志願変更の手続きが必要です。また、この場合も志願変更１回にカ

ウントされます。 

・出願を取り下げた場合、出願時に納付した入学審査料（受験料）は返金されません。 

・非常に重要な手続きになります。確実に手続きを完了させるために、時間には余裕をもっていただ

きますようお願いします。 

 

■私立専願合格者は水曜午前に取り下げをお願いします！ 

 私立専願合格者は、志願変更１日目の８日（水）中に出願取り下げをしなければなりません。学校

側は①の手続きを水曜日 9:00 に行いますので、志願者（の保護者）は 9:00～12:00 の間に②の手

続きを行ってください。12:00 以降に学校側が③の手続きを行い、水曜日中に出願取り下げが完了す

ることで、「私立専願合格者を除いた本当の出願者数」が確定するという流れになります。 

 

■志願変更は実質 1.5 日間！？ 

 「私立専願合格者を除いた本当の出願者数」が判明する志願変更２日目（木曜日）以降が、志願変

更の本当のスタートと言えます。福井県教育庁高校教育課のＨＰでは、夕方５～６時頃に出願状況が

更新されますので、水曜日の夕方に１日目の出願取り下げ後の出願状況を確認し、今後の志願変更の

可能性についてご家庭でご相談ください。不安なことや相談したいことがありましたら、遠慮なく担

任までご連絡ください（武生六中：２２－１４６２）。 
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